
－7－ 

Ⅱ 平成 15 年度 項目別業務実績 
 

No.1 
大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 
中項目 (１) 業務の合理化と経費節減 

小項目 

 一般管理費（退職手当を除く。）について、以下のような合理化や経費の節減

によって中期目標期間の最終事業年度までに平成14年度に比べて１割に相当

する額の削減を行う。 
● 国内事務所（本部及び京都支部）借料について、その機能の見直し等によ

り、年間総額をおおよそ20％削減するとともに、既存海外事務所借料に

ついて、移転や規模縮小等により、年間総額を15％以上削減する（外貨

ベース）。事務所借料以外の運営管理経費についても、事務所の業務や機

能の見直しにより、経費を削減する。 
● 本部事務所ではＩＰ電話を導入することにより、電話料金通年経費を導入

前より20％削減する。 
● また、国内において現在作成、刊行している定期刊行物等を整理統合する

ことにより、その印刷経費を10％以上削減する。更に、光熱水料の節約、

廃棄物減量化、リサイクルの推進等についても一層の努力を行う。 

業務実績 

 一般管理費に関する業務の効率化と経費削減のために、国内事務所借料の削

減、海外事務所借料の削減、その他の取り組みを行った。特に海外事務所借料

については、中期計画目標を超える14年度比20％以上（△約1.7億円）の削減

を15年度下半期中に達成した。また、積極的な競争原理導入により、コストの

削減に取り組んだ。こうした取り組みにより、15年度通年の一般管理費は、14
年度比7.0％の減（△約3.3億円）となっている。 

１ 国内事務所借料の削減 
独法化に向けて国内事務所借料の値下げ交渉を家主と行い、14年度と比較し

15年度において6％程度の借料削減（△約0.5億円）を実現した。また、さらな

る借料の削減のため、本部事務所の機能及び組織の見直しを行った結果、16
年度に機構改革を実施しアジアセンター事務所を本部に統合することで、本部

事務所全体で807.33㎡（約10％）の縮小を図ることを決定した。 
（単位：千円） 

 14年度通年 15年度通年 増減額 増減率 

国内事務所借料（千円） 876,430 825,397 △51,033 △5.8％ 

一方、京都支部事務所については、16年3月に移転を行い事務所借料の削減

を実現した結果、下記の通り来年度以降更なる削減が実現する見込み。 
京都支部事務所借料比較                  （単位：千円） 

区  分 移転前 移転後 比較増減 

面積（㎡） 353.00 185.45 △167.55 

月額借料 1,695千円 766千円 △930千円 

年間借料 20,343千円 9,188千円 △11,155千円  
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２ 海外事務所借料の削減 
海外事務所借料については、経費削減の観点から15年6月にロンドン事務所

移転の措置をとったことなどにより、14年度比で20％以上の大幅削減（△約

1.7億円）を達成した。 
また、他の事務所についても、事務所機能やサービス強化に留意しつつ検討

を行った結果、豪州のシドニー事務所を16年度半ばを目途にシドニー市北部地

区から中心街に移転する一方で事務所面積をおおよそ730㎡（36％）縮小をす

ることを決定し、これにより次年度以降更なる削減が実現する見込み。さらに、

ニューヨーク事務所については17年度移転に向けた具体的な検討に着手した。 
（単位：千円） 

（借料総額） 14年度通年 15年度通年 増減額 増減率 

海外事務所借料（千円） 832,573 660,617 △171,956 △20.7％ 

※ 海外事務所借料は外貨建てであることから、増減額の比較のため 14 年度、15 年度とも

14 年度支出官レートで換算 

 
３ その他の削減 
（１） IP電話の導入に向けて検討を行った結果、未だ初期投資に係るコスト

が大きく費用対効果に問題があること、更にハード・ソフト面での技術革

新が激しいことから引き続き16年度においても検討することとした。 
 
（２） 消耗品の調達にあたっては、年間の購入計画に基づく単価契約の導入

により、コストの削減を図った。 
                           （単位：千円） 

 14年度 15年度 増減額 増減率 

消耗品調達経費 4,200 3,000 △1,200 △28.6％ 

 
（３）16 年 2 月に基金内において合理化・経費削減タスク・フォースを立ち上

げ、一層の経費削減・合理化に向け検討を行った。なお、本タスク・フォー

スの検討結果は、16 年 4 月に報告書に取りまとめ、16 年度以降に順次具体

化を図る予定。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.2 

大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 
中項目 （１）業務の合理化と経費節減 

小項目 

運営費交付金を充当して行う業務経費については、以下のような効率化を

行い、毎事業年度１％以上の削減を行う。 
  ● 国内附属機関（日本語国際センター及び関西国際センター）について、日

本語教育専門員経費の５％削減を含め、管理運営経費を削減する。 
  ● 外部の国際文化交流事業の担い手との連携等により、国際交流基金が負担

する経費の削減を図る。 
  ● 商習慣の異なる海外事務所においても価格競争をさらに促進すること等

により経費の削減を図る。 
  ● デジタル化やインターネット等のＩＴ活用により、日本語教材や各種情報

の提供事業において、印刷費の軽減や輸送費の削減を図る。 

業務実績 

 
１ 国内附属機関の管理運営経費の削減 
国内附属機関（日本語国際センター及び関西国際センター）について、日

本語教育専門員経費の16年度からの削減を図るべく、手当の引下げ改定に関

する検討・準備を行った。また、16年5月の組織改革において関西国際センタ

ー試験課を東京に移転させることにより、16年度以降連絡出張旅費の節減が

実現する見込み。 
日本語国際センターの施設管理業務に関し、16年度の委託料につき減額交

渉を行った結果、16年度以降約５％の削減が実現する見込みであり、また、

関西国際センターについても同様に16年度の委託料の減額交渉を行った結

果、16年度以降0.6％の削減が実現する見込みである（関西国際センターにお

いては、13年度から15年度にかけて委託料を計11.06％削減済）。 
 

２ その他の措置 
（1）15年度において、海外事務所に対し、商習慣の異なる海外においても可

能な限りの価格競争を導入することとし、展覧会作品輸送費や展示設営費の

調達等について経費削減を行った。 
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（2）経費効率化の観点から16年度においては、15年度に新規に実施した「東

京国際芸術祭 中東劇団招へい公演」（アートネットワーク・ジャパンと

の共催）等を引き続き実施するとともに、新たに「東京の夏 音楽祭」を

アリオン音楽財団との共催により実施する方針を決定した。 
（3）16年度においては、国際交流基金ウェブサイトに英文ニュースレターの

データベースを構築し、インターネットでの情報提供に比重を移すこと

で、紙媒体の英文ニュースレター1号あたりのページ数を圧縮して印刷費

の軽減を図ることとした。 
 
３ こうした取り組みを踏まえ、16年度の年度計画においては、運営費交付金

業務経費を前年度比1.35％減（△131,557千円）の9,647,185千円と見込んだ。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.3 

大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 
中項目 (2)組織運営における機動性、効率性の向上 

小項目 

平成16年度に機構改革を行い、事業の目的に添った大括りな構成による組織

に改編すること等を通じ、機構の簡素化による効率的業務運営を実現するとと

もに、職員の経験の蓄積を活かした効果的な事業実施体制を強化する機構の構

築を進める。 
●既存の事業部門を、事業目的に添って「文化芸術交流」「日本語教育」「日本

研究・知的交流」の三つの事業部門に再編するとともに、国民に提供するサ

ービス提供を強化し、国民各層の国際文化交流事業への参画を推進するため

の新たな事業部門を設置し、目的達成に最も機動的かつ効率的な事業体制を

構築する。 

業務実績 

16 年度に機構改革を実施するため、既存の事業部門を「文化芸術交流」「日

本語教育」「日本研究・知的交流」の３部門及び「国民に提供するサービスの

ための新事業部門」への移行準備のため、新機構の各部及び各課毎に準備委員

を指名し作業グループを設けた。準備委員は組織改革推進室及び関係部課と連

携しつつ、主として以下の準備作業を進めた。 
(1) 新機構各部各課の名称の確定 
(2) 新機構に移行される 16 年度プログラムの確定 
(3) 新機構を踏まえた事業分野別の 16 年度の年度計画の策定 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
 No.4 

大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 
中項目 (2)組織運営における機動性、効率性の向上 

小項目 

● 上記四つの事業部門（「文化芸術交流」「日本語教育」「日本研究・知的交流」

「国民サービス強化のための新部門」）に職員を計画的に配置し、研修、人

事交流により、職員の専門性を高め、組織の専門性を高め、組織の効率性を

一層高める。 
 

業務実績 

組織の専門性、職員の専門性を高め、組織効率化を高める観点から、研修・

人事交流を行い、特に民間からの人材登用や海外事務所長の公募という民間の

活力を取り入れるための新しい取り組みを行った。 
 

１ 研修 
15年度には、64件の研修を実施した。職員、組織の専門性を高めるため、外

国語研修や実務研修等、国際文化交流事業の推進に必要とされる能力開発に力

を入れた他、海外大学院において、非営利組織の経営を学ばせる等の専門性向

上の研修に力点を置いた。 
 
２ 人事交流 

15年度には、中央省庁・地方自治体・国際交流団体等との間で23件の人事交

流を実施した他、新たに16年度新設予定の「情報センター」長への民間人登用、

海外事務所長を公募する等の方針を決め、このための実施準備を行った。 
 
３ 人員配置計画 
機構改革に伴い効果的な事業実施が行えるよう、業務量と人員のバランスを

配慮して人員配置計画を策定した。上記による組織改編案は別添の資料１「組

織改編について」の通り。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.5 

大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 
中項目 (3)業績評価の実施 

小項目 

個々の事業について、開催目的、期待する成果、評価方法等を明確にし、事

業を実施した国に所在する在外公館と基金海外事務所（事務所が所在しない国

については、在外公館）による報告を参考にしつつ、事業の受益者層のほか、

外部評価の実施については、基金と類似の事業を行う他の文化交流団体関係者

も評価者に加え、評価の客観性､専門性が保たれるよう留意する。 

業務実績 

評価方法の明確化、評価の客観性、専門性向上の観点から、適切な評価指標

の設定、評価データの収集、外部有識者による評価を実施した。 
 
１ 指標設定の有無 
中期計画で示された定量指標をはじめとして「必要性」「有効性」「効率性」

等の観点から事業形態ごとに、全プログラムにおいて事前評価から事後評価に

至るまでの事業プロセスで収集する評価指標を定めた。事業形態別の評価指標

は別添の資料２「評価指標の事例」の通り。同評価に基づくデータ収集の上で、

プログラムを自己評価する方式を定めた。(資料３「プログラム自己評価書（書

式）」参照) 
これら評価指標は可能な限り客観的な定量指標を試行的に設定したが、より

適切な評価指標を設定すべく検討を進めている。 
 
２ 評価データの収集 
在外公館及び基金海外事務所の報告書、被助成団体からの報告書等を通じ

て、上記１で定めた評価指標データ－を収集したが、データが完備していない

事業がある。16 年度以降評価データの収集状況を改善するため、助成報告書

書式の見直し、改訂を行った。 
 
３ 外部評価の実施 

上記１の指標設定、上記 2 の評価データの収集、分析を行った上で、全事

業において自己評価を行い、この自己評価について 37 名の専門評価者点検

を依頼した。(資料４「専門評価者リスト」参照) 
 同点検をふまえて自己評価案を作成した。さらに８名の外部有識者からな

る「評価に関する有識者委員会」を設置し、同委員会より資料７の判定を得

た。（資料５「評価に関する有識者委員会名簿」、資料６「評価に関する有識

者委員会設置要領」､資料７「平成 15 年度外部評価書」参照） 
専門評価者及び「評価に関する有識者委員会」のなかには、セゾン文化財

団、東京財団、日本国際交流センター等基金と類似の事業を行う他の文化交

流団体関係者が含まれている。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 

No.6 
大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 (1) 国際文化交流に係る外交政策を踏まえた事業の実施 

小項目 
外交上必要な事業への限定、在外公館との協議による国別ニーズを把握した事業の実施、

外交上重要な文化事業の実施を求められた場合の協力、我が国対外関係への配

慮 

業務実績 

評価指標１： 外交上必要な事業への限定 
 外交上の必要性の観点からどのようなプログラム・事業に重点を置いて実施

すべきかについて十分な検討がなされてきたとはいえず、今後、どのような事

業を外交上必要な事業として実施すべきか、またどの程度の予算を用いて実施

すべきかについて外務省と国際交流基金で共同して検討を行う必要がある。 

 
評価指標２： 在外公館の協議による国別ニーズを把握した事業の実施 

平成１５年度の事業計画策定にあたって、当該国のニーズにつき、海外事務

所の所在国においては在外公館との協議を行うと共に、在外公館から特に優先

度の高い要望を「特記事項」として取り纏めた。同「特記事項」に記載された

在外公館の要望する具体的事業の実施率は 89％（381 件中 339 件）であった。

しかし、「特記事項」の中には在外公館側の要請する事業が羅列してあるだけ

のものもあり、また、実現可能性、事業費の地域的配分等の観点から在外公館

の示したニーズの内容について外務省として十分な精査を加えていないもの

であって、基金側も、平成１５年度事業計画の策定時に特記事項に記載された

具体的事業を優先的に扱うべきものとは考えていたものの中期計画との関連

は必ずしも認識していなかった。 

また、平成１５年度の国際交流基金事業に対する各在外公館のコメント（評

価）を取りまとめた（４段階でのコメント）ところ、１３２公館から有効な回

答があり、大部分の公館（１２２公館）が、実施された事業の内容は「期待通

り」（４段階の１段階目）もしくは「概ね期待通り」（４段階の２段階目）とい

う回答であった。 
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評価指標３： 外交上重要な文化事業の実施 

重要周年事業の成功は外務省にとり特に重要であるが、日米１５０周年事

業、日・アセアン交流年２００３、ロシアにおける日本文化フェスティバル、

日加国交樹立７５周年事業等の大型文化事業については積極的に取り組んだ

結果、外務省の要望は概ね実施され、上記１５年度の国際交流基金事業に対す

る各在外公館のコメントにおいても高い評価を得た。 

他方、平成１５年度においては、中東諸国に対する文化交流事業を強化する

ことが外交上重要であるという認識の下に、中東交流業務室を設置して対中東

事業の強化に取り組んだ。テレビ番組「おしん」のイラク・メディア・ネット

ワークへの提供、日本・イラク親善サッカーゲームへの渡航費助成、「日・ア

ラブ対話フォーラム」等の外交上重要性の高い事業も実施したが、イラク情勢

の悪化等の理由もあり、１５年度下半期予定された特別事業（通常のスキーム

に基づいて行う中東向け事業に加えて実施するもの）については、必ずしも当

初予定の規模で実施することは出来なかった。 

 

評価指標４： 我が国対外関係の配慮 

 平成１５年１０月に国際交流基金が独法化して以降、我が国対外関係に対す

る適切な配慮がなされ、事業の実施過程において外交上問題が発生した事例は

特に無かった。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.7 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 
中項目 (1)効果的な事業の実施 

小項目 

効果的な事業の実施 
（１）国際文化交流事業を総合的かつ効率的に事業を実施していくために、以

下の分野別に事業編成し、別紙１に示された政策を踏まえ効果的な事業展開

を図る。このために平成16年度にこれに対応する機構編成に改める。 
イ 文化芸術交流の促進 
ロ 海外日本語教育、学習への支援 
ハ 海外日本研究及び知的交流の促進 
ニ 国際交流情報の収集・提供及び国際文化交流担い手への支援 
ホ その他 

 

業務実績 
 
前記 No.3の通り。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.8 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 
中項目 (1)効果的な事業の実施 

小項目 
「国際交流情報の収集・提供及び国際文化交流担い手への支援等」については、

国民に提供するサービスを強化し国民各層の国際文化交流事業への参画を推

進する観点から、今次計画期間中、その拡充に努める。 

業務実績 

「国際交流情報の収集・提供及び国際文化交流担い手への支援等」強化の観

点から、「IT 技術を中心とした情報面での国際交流の促進」と「国内国際交流

団体と国際交流基金の連携強化」の中核となる国際交流基金情報センターを 16
年度に新たに設置させるべく、同センターの基本方針を定め、5 名の職員をあ

てることとした。また同方針では、従来分散的に行われてきた国際交流基金の

広報は、情報センターが一元的に実施し、これの強化を図るともに、広報媒体

の統合により効率化を進めることとした。 
 さらに情報センターを統括する情報センター長を民間のメディア専門家

から登用することとした。 
 
（情報センターの基本方針） 
１ 16 年度達成目標 
（１）重点分野：「本部図書館及び海外事務所図書館を通じた日本情報の提供」 

「機関紙、ホームページなどの各種の媒体を通じた国際交流情報の提供

(広報強化)」「情報提供・コンサルティング・顕彰事業等を通じた国際

交流団体支援」「国際交流に関する調査」 
（２）移行準備作業 

・図書館統合（アジアセンターライブラリ、国際交流相談室図書等の本

部図書館への統合） 
・本部図書館による海外事務所図書館支援体制の整備 
・外部照会に対応するための情報リソース整備 
・ 総合情報誌「国際交流」「Japan Foundation News Letter」編集体制

整備 
・ 事業報告・広報媒体の整備 

 
２ 項目別事業計画：以下の項目別に事業計画を定めた。 
（１）日本に関する情報源の整備 
（２）国際交流に関する情報の効果的・効率的提供 
（３）国際交流団体に対するノウハウ提供、顕彰、各種支援 
（４）国際交流を行うために必要な調査及び研究 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.9 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 
中項目 (1)効果的な事業の実施 

小項目 

各事業については毎年度評価を行い、所期目的が達成された事業、社会情勢

等の変化により政策的必要性が弱まっている助成等事業、費用対効果が小さ

い事業については必要あらば縮小・改廃を含めた措置を講じる。 
かかる観点から次の項目をはじめとする見直しを行う。 

● 基盤強化等の所期目的が達成された機関に対する援助は、新たなニーズ

が生じている他の機関へ移行する。 
「日本語専門家派遣」「海外日本語教育機関助成」 

● 多数の機関に対する小規模の援助・助成事業は、事前評価において必要

性等の観点から厳選して実施する。 
「図書寄贈」「日本語教材寄贈」 

● 目的達成機能を強化する観点から従来の助成方式を見直し、内容等を厳

選した、より主導的な共催事業等への移行を行う。 
「映画・テレビ番組制作協力」「翻訳協力」「出版協力」 

● 社会情勢の変化によりニーズも変化した事業については、縮小・廃止も

しくは事前評価において必要性、有効性の観点から内容を厳選して実施

する。 
「文化映画の在外フィルムライブラリー購送」「スポーツ専門家の長期

派遣」「学部学生に対する日本研究スカラシップ」「国内映画祭助成」 
 

さらに、必要性、有効性、効率性及び事業プログラム間の整合性等をふま

え、「大学院留学スカラシップ」「日本研究講師等フェローシップ」等のプロ

グラムを廃止することにより、平成14年度に比べて事業プログラム数を10％
以上削減する。 

 

業務実績 

効果的な事業を実施するために、全ての事業について見直しを行い、「新たな

ニーズへの移行」「厳選した実施」「助成事業から、より主導的な共催事業への

移行」「縮小・廃止」等の取り組みを行った。(15 年度は特殊法人時代を含む通

年統計) 
 

１ 新たなニーズへの移行 
「日本語専門家派遣」： 

15年度においては、全112ポスト中、それまで継続派遣してきた11ポスト

の派遣を打切り、新たなニーズが生じている1ポストの派遣を新規に開始

した。 
「海外日本語教育機関助成」： 
海外日本語講座現地講師謝金について、15 年度においては、全 82 案件中、

それまで継続して助成してきた 17 機関への助成を打切り、新たなニーズ

が生じている 12 機関に新規に助成を開始した。 
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業務実績 

２ 厳選実施 
15 年度においては現行の寄贈先の必要性を見直し、かつ新しい要請も検討し

た結果、贈与先数は減となった。 
「図書寄贈」：   14 年度 307 件 → 15 年度  287 件 
「日本語教材寄贈」：14 年度 1654 件 → 15 年度  1091 件 
 
３ 共催事業への移行 

14 年度まで助成方式で実施していた以下のプログラムを、共催事業等スキー

ムに改めた。 
「映画・テレビ番組制作協力」「翻訳協力」「出版協力」 

 
４ 縮小・廃止 
「大学院留学スカラシップ」「日本研究講師等スカラシップ」を廃止した。 
「文化映画の在外フィルムライブラリー購送」は 16 年度より廃止する予定。

15 年度の「スポーツ専門家の派遣」については必要性を厳選し、長期派遣は

実施しなかった。「学部学生スカラシップ」は以下の通り縮小すべく見直し

を行った。「国内映画祭助成」は、映画祭が通常隔年開催のものが多いため、

ニーズに周期性があり、15 年度はそれが集中する年度となったため、14 年

度比では実績は増加しているが、13 年度比では 34％減少となっている。ま

た 16 年度については、15 年度比で減少となるべく予算措置を行うこととし

た。 
  「学部学生スカラシップ」： 

14 年度 7,548 千円 → 15 年度 2,214 千円 
  「国内映画祭助成」： 
     13 年度 26,500 千円 → 14 年度 12,500 千円 

→ 15 年度 17,500 千円 
これらの取り組みによる 15 年度の事業プログラム数の推移は以下の通りで

ある。 
     14 年度 223 → 15 年度 222 
  
なお 15 年度においては 16 年度事業プログラム編成の見直しを進め、16 年

度事業プログラム数は 193 を予定しており、中期計画目標の 14 年度比プログ

ラム数一割減が達成される見込みである。(資料８「平成 14 年度、15 年度プロ

グラムリスト」参照) 
また、15 年度の後半に行われた１６年度予算編成、事業計画策定プロセスに

おいて、必要性、有効性、効率性などの観点から事業分野ごとに重点領域を決

めるなど、メリハリをつけた予算配分を行うことにより、事業実施のさらなる

効率化を図ることとした。 
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例えば以下の事業については 40％以上の大幅な縮小を行うこととした。 
「海外日本語講座助成」： 

15 年度 77,374 千円 → 16 年度 35,282 千円 
「日本研究スタッフ拡充助成」： 

15 年度 63,338 千円 → 16 年度 26,637 千円 
 「日本研究リサーチ会議助成」： 
   15 年度 97,236 千円 → 16 年度 58,022 千円 
 
またニーズが高いと判断した以下の事業を拡充することとした。 
「日本語教育専門家派遣」： 

平成 15 年度 1,082,474 千円 → 平成 16 年度 1,117,916 千円 
「テレビ番組放映」： 

15 年度 156,260 千円 → 16 年度 175,000 千円 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.10 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 
中項目 (1)効果的な事業の実施 

小項目 

海外事務所が置かれている国及びロシアについては、国別に事業方針（別紙

２）を作成の上、当該国の国内事情及び国際情勢の変化に対応し、事業を実施

する。 
海外事務所が置かれていない国については、海外事務所が置かれている国に

比して、実施する事業に質的・量的な不均衡が過度に生じないよう配慮する。 

業務実績 

海外事務所が置かれている国及びロシアについては、国別に事業方針を作成

の上、当該国の国内事情及び国際情勢の変化に対応し、事業を実施した。（詳細

は国別の業績実績欄参照）外交上重要な文化事業として次の周年事業に参画、

協力した。 
 

  ●日米150周年事業 
    ・邦楽公演（サンディエゴ、シアトル、シカゴ）など 
  ●日・アセアン交流年2003 
    ・J-ASEAN POPｓコンサート（ジャカルタ、バンコク、横浜） 
    ・東南アジア映画祭 など 
  ●ロシアにおける日本文化フェスティバル2003 
    ・Ｈ・アール・カオス ダンス公演 
    ・日本現代美術展「心の在り処」 
    ・日本文学出版特別事業 など 
  ●日加国交樹立75周年事業 
    ・巡回日本映画祭 
    ・日加国交樹立75周年記念シンポジウム など 
 
海外事務所が置かれていない国についても、現地のニーズ、在外公館の要望、

各地域大使会議での議論を踏まえつつ、巡回展や日本文化紹介派遣主催事業等

を数多くの国で実施し、質的・量的不均衡が過度に生じないよう配慮した。 
●巡回展実施状況（15年10月～16年3月） 
  92件    53カ国で開催 
●日本文化紹介派遣主催事業実施状況（15年10月～16年3月） 
  29件    67カ国で実施。 
 
在外公館からの特に優先度の高い要望として取り纏められた「特記事項」

に記載された在外公館の要望する具体的事業の実施率は８９％（３８１件中

３３９件）であった。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.11 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 
中項目 (2)国民に対して提供するサービスの強化 

小項目 

インターネット、出版物等を通じて、各事業部において事業の実施予定及

び成果等について積極的に広報を行うとともに、関係省庁、他の国際交流関

係機関、団体と連携し、共催、協力、情報共有・情報交換等を通じて、国際

交流事業が実施しやすくなるような環境作りに努める。このため、国民の窓

口として国際交流基金全体の広報と他団体との連携を統括する部局を設け

る。 

業務実績 

 情報提供と他団体との連携により国民に対するサービスを強化する観点か

ら、インターネット、出版物等を通じて事業の積極的な広報につとめ、国際

交流基金ホームページの半年間のアクセス件数は、中期計画に定める年間目

標件数を上回るとともに、国民の窓口となる部局として国際交流基金情報セ

ンターを 16 年度に設置すべく諸準備を進めた。 
 
１ インターネット、出版物を通じた広報 
 より効率的で迅速な広報手段としてインターネットを通じた情報提供の充

実に努め、15 年 10 月の独立行政法人化を機にホームページの構成とレイア

ウトを簡素化するなど、国民にとってアクセスしやすいホームページ作りを

進めた。その結果、15 年度下半期のアクセス件数は 115 万回である。最新情

報のメール発信サービスの登録者数も前年度比 17％の増加を記録している。 
 従来紙媒体で発信してきた「国際交流基金ニュース」は検討の結果、16 年

度よりメール発信形態をとることとした。 
 
２ 他団体との連携 
地方自治体・関連団体、民間財団（財団）、民間国際交流団体（国際文化会

館他）との共催による事業が実施されている他、15 年度より新たにサントリ

ー文化財団との共催により地域の国際交流団体との連絡協議を目的とする

「地球が舞台」会議を佐賀で開催するなど、新しい取り組みも行っている。

 
３ 広報、他団体との連携を統括する部局の設置 
前記項目別業務実績「国際交流情報の収集・提供及び国際文化交流担い手

への支援等」参照。 
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平成 15 年度 項目別自己評価書 
No.12 

大項目 ３ 予算、収支計画及び資金計画 
中項目 (1)予算 (2)収支計画 (3)資金計画 

小項目 

資金の運用については、外貨建債券による運用を視野に入れつつ、原則、安

全かつ有利な運用によりその収入確保に努める。 
なお、外貨建債券による運用及び管理に関しては適正な執行が行われるよう

所要の体制整備を図った上で実施する。 
また、業務の効率化を進める観点から、各事業年度において適切な効率化を

見込んだ予算による運営に努める。 
 
 

業務実績 

１ 収入の確保状況 
資金の運用については、予定した収入 952,743 千円を約 7,500 千円上回る

960,192 千円の運用収入を確保した。また、外貨建債券による運用及び管理に

ついては、外部専門家等を通して検討を行い、適正な執行が行われるよう、当

面、米国の 10 年国債を中心に長期保有を原則として運用を行うなどの基本方

針を定めた。 

また、一般寄付金については、広報等の強化や既存会員へのフォローアップ

等により賛助会及び友の会の会員からの寄付を中心に着実に実績を上げ、結果

として当初予算 13,130 千円を上回る 15,110 千円※の収入を得た。 

※特殊法人時に受領し、前受金として承継した寄付金の収益化分 13,244 千円を除く。 
 
２ 支出予算の執行状況 
当初予算 9,278,540 千円に対し、決算額は 8,306,935 千円となった。対予算

差額 971,605 千円のうち、特定寄付金収入の減による支出の減が 110,086 千円、

16 年度への繰越額が 859,896 千円。全体として人件費の抑制や中期計画期間達

成水準以上の海外事務所借料削減などの一般管理費節減の努力を行い、効率的

な予算執行に努める一方で、中東地域の国際情勢の不安定化や相手方の事情な

どにより一部の事業を延期せざるを得なかったこと等により、結果として予算

額の１割弱の繰越が発生した。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
No.13 

大項目 ４ 短期借入金の限度額 
中項目  
小項目 短期借入金の計画なし 
業務実績 短期借入れは実施しなかった。 

 
 
平成 15 年度 項目別業務実績 

No.14 
大項目 ５ 重要な財産の処分 
中項目  
小項目 なし 
業務実績 重要な財産の処分は行わなかった。 

 
 
平成 15 年度 項目別業務実績 

No.15 
大項目 ６ 剰余金の使途 
中項目  
小項目 決算において剰余金が発生した時は、必要な事業経費に充てる。 
業務実績 剰余金の充当実績なし 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
 No.16 

大項目 ７ その他省令で定める業務運営 
中項目 (1)人事管理のための取り組み 

小項目 

人事評価制度を、組織の目標達成と人材育成に主眼を置いた能力評価と目標

管理の二つの評価手法に基づく制度に改革する。職員の能力・実績を公正に評

価し、その結果を処遇に反映させるとともに、適正な人事配置、職員の能力開

発、意識改革などを通じて組織の活性化を図る。 
（参考１） 
 イ 期初の常勤職員数  227人 
 ロ 期末の常勤職員数  224人 
（参考２）中期目標期間中の人件費総額見込み 9,121百万円 
  ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、休職者給

与、派遣職員給与及び役職員の法定福利費に相当する範囲の費用である。 

業務実績 

適正な人事配置、職員の能力開発、意識改革などを通じて組織の活性化を図

るために、新しい人事評価制度の導入のための取り組みを進め、能力評価につ

いては 16 年 3 月より試行的に開始した。 

１ 人事評価制度の改革 
（１）能力評価と実績評価（目標管理）の二つの評価手法に基づく新しい人事

評価制度を、外部コンサルタントの助力を得て設計・構築した。さらに新人

事評価制度の本格的運用に向け、管理職向けの評価者研修を 2 回、一般職員

向け研修を 1 回実施、制度の意義や評価方法の定着を図るとともに、16 年 3
月には能力評価（試行）を開始した。 

（２）目標管理（実績評価）については、機構改革後の体制において実効性の

ある目標設定が不可欠と判断されたため、機構改革後（16 年 5 月）直ちに、

各部署の組織目標に呼応した職員個人の目標設定を行うこととした。 
２ 新人事評価制度の評価結果を有効に活用し人材育成につなげていけるよ

う、人事配置や能力に関する方針について骨子（案）をとりまとめた。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 
 No.17 

大項目 ７ その他省令で定める業務運営 
中項目 (2)他機関との人事交流のための環境整備・情報収集 

小項目 
他の機関との連携強化、職員の能力開発等のため、他の国際交流機関、文化学

術機関等との人事交流を行う。 
業務実績  前記 No.4の通り。 

 
 
 
 
 
 
 
平成 15 年度 項目別業務実績 

 No.18 
大項目 ７ その他省令で定める業務運営 
中項目 (3)施設・設備の改修 

小項目 

長期的視点に立った施設・設備の保守・管理を行うとともに、防災、研修、

各種活動の充実、快適な研修環境や機能の確保の観点から、必要な施設・設備

の改修等を計画的に行い、効率的な運営に努める。 
日本語国際センター改修 金額 130 百万円（見込み） 運用資金取り崩し 

 
 
 

業務実績 

日本語国際センターは、平成元年の竣工後満 14 年が経過し、外壁タイルの

劣化進行による建物本体の防水機能の低下などにより、事業運営に支障を来た

す状況であったため、15 年 10 月 1 日から 16 年 3 月 31 日までの工期で外壁等

の改修工事を実施した。 
なお、本件工事費 135,411 千円は、外務大臣の承認を得た上で、運用資金資

産の取崩を行い、充当した。なお、工事仕様の詳細を確定していく段階で当初

想定したよりもタイルの補修個所が増加することが判明したため、結果として

取崩金額が見込み額から 5,000 千円程度の増加となった。 
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平成 15 年度 項目別業務実績 

No.19 
大項目 １ 文化芸術交流の促進 

中項目 （１）基本方針 

小項目 

文化芸術交流の促進にあたっては、相手国との外交関係及び相手国における

事情・必要性に応じて、下記（イ）～（ニ）を踏まえて、もっとも効果的な事

業が実施されるように努める。 
（イ）共通事項 
① 相手国との交流の節目に行われる周年事業、要人の往来にあわせて必要とさ

れる文化交流事業、「ニッポン・プロモーション」事業等、我が国の外交上

の必要性に対応した事業を実施する。 
② 非政府団体との共催等による連携により、効果的・効率的な事業実施に努め

る。また、非政府団体に対する事業経費の助成等による支援、催し実施ノウ

ハウ等の情報共有等を積極的に行うことにより、非政府レベルの文化交流の

活性化を図る。更に、文化芸術交流の成果をインターネット等を通じて内外

に情報発信する事業を行うとともに、広く国民に公開する。 
③ 効果的な事業実施を行うための新たな機会を得るために、国内外において、

不断に文化芸術交流に関する情報を収集し、ネットワークを形成し、文化芸

術交流の成果をインターネットを通じて情報発信する等の事業を行う。 
④ 各種国際交流事業を実施する施設として国際交流基金フォーラム、国際会議

場を運営し、右施設を国際交流事業のための利用に供する。また日本文化会

館等の海外事務所施設を効果的に活用する。 
⑤ 各事業項目のそれぞれの特長を活かしつつ、企画立案過程において、事業実

施による効果及び経費効率など必要性、有効性、効率性等を勘案した上で、

効果的かつ効率的な事業を実施する。 
⑥ 主催事業については、入場者等の受益者層に対してアンケートを実施、回答

数の 70％以上から有意義であったとの評価を得ることを目標とし、裨益者

数、報道により紹介された件数等適切な指標に基づいた外部評価を実施す

る。研修等、人材育成を目的とする事業に関しては、参加者の 70％以上か

ら有意義であったとの評価を得ることを目標とする。 
 
（ロ）日本文化発信型事業 
  相手国における(a)文化交流基盤（劇場、専門家等文化交流関連施設、人的資

源の量的・質的水準等を総合的に考慮したもの）の状況、(b)相手国国民のニ

ーズ（対日関心、日本文化に対する理解、文化芸術一般に対する関心の性向

等を総合的に考慮したもの）等を企画立案過程において慎重に検討し、特に

大型の事業については必要あらば事前調査を行う等の方策を講じて、効果的

な日本文化の紹介を行う。 
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（ハ）双方向・共同作業型及び国際貢献型事業 
相手国との間で一体感の醸成が特に求められる国等との間においては、中・長

期的な発展性を考慮しつつ主導的に国際共同制作を進める等積極的に双方

向・共同作業型の事業を実施するとともに、国際貢献が求められる文化遺産

保存等の分野において、博物館の学芸員等保存を担う中核となる人材の育成

等の面から積極的に支援を行う。 
 
（ニ）外国文化紹介型事業 
  商業ベースでは必ずしも日本への紹介が十分に行われておらず、特に日本に

紹介する外交上の意義が高いと考えられる外国文化については、造形芸術交

流、舞台芸術交流、メディアによる交流等様々な分野において従来日本で紹

介されてこなかった側面に焦点をあてた企画を開発する等、積極的に日本に

紹介するための事業を実施する。 

業務実績 

【評価指標に基づく検討状況、実施状況】 
 中期計画の基本方針をふまえ、相手国との外交関係及び相手国における事

情・必要性に応じた施策立案を行い、その結果、文化芸術交流を促進する以下

の取り組みを行った。 
 
評価指標１：外交上の必要性への対応状況 

「日・アセアン交流年」等の大型周年事業への参加事業として実施された

例としては以下の通り。伝統から現代にわたる多様な芸術文化をラインナ

ップした結果、日本文化に対する新たな関心層の掘り起こし、また、日本

の新しいイメージ発信に大きな成果を上げた。例えば「J-ASEAN POPs」コ

ンサートは、アセアン３カ国で 1 万人の入場者があり、国営テレビ放映に

より推定 226 万人の視聴者があった 
イ 日本ASEAN交流年2003  

「J-ASEAN POPs」コンサート、東南アジア映画祭2003、沖縄芸能東

南アジア公演、「表層を越えて」展、 等 

ロ ロシアにおける日本文化フェスティバル  

「H・アール・カオス」公演、剣道/古武道デモンストレーション、「ふ

しぎなかぜが――現代日本詩集」ロシア語訳出版 等 

ハ 日米修好１５０周年記念事業  「イーストカレント」米国公演 等 
ニ 日本ポルトガル修好４６０周年  和太鼓デモンストレーション 等 

 



－29－ 

 

 また 15 年度の国際交流基金事業に対する各在外公館のコメント（評価）を

とりまとめたところ(4 段階でのコメント)、各在外公館が申請を行った文化芸

術交流事業の実施状況及び実施された事業の内容に関し、期待通り(4 段階の 1

段階目)～概ね期待通り（4 段階の 2段階目）の中間であった。 

 
評価指標２：非政府部門による文化交流活動との連携、支援の状況 

「東京芸術見本市」をはじめ以下の各事業において、基金は共催機関との

間でそれぞれの得意分野を生かし事業を企画実施した。「中東演劇３カンパニ

ー公演」は、10 年にわたって海外の優れた演劇作品を紹介してきた東京国際

芸術祭（特定非営利活動法人アートネットワークジャパン主催）の特集公演

として実施されたことにより、国内だけではなく、海外からの注目度も高く、

27 件の報道があるなど広報上も大きな効果があった。 
イ 「東京芸術見本市 2003」 15 年 12 月 

     共催機関：財団法人地域創造、国際舞台芸術交流センター 
ロ 東京国際芸術祭 中東演劇 3 カンパニー招聘公演 16 年 2 月 
  共催機関：特定非営利活動法人アートネットワークジャパン 
ハ 欧州巡回 ATG 特集上映会： 

     共催機関：各国フィルムアーカイブ 
 
評価指標３：文化芸術交流関連の情報の収集・発信状況 

以下の通り、文化芸術関連情報の収集・発信を行った。東京芸術見本市は、

わが国で唯一の国際芸術見本市として、海外 28 カ国から計 160 人の参加があ

る等認知度が高く、4 日間で 4 千人以上の入場者があり舞台芸術関係者の情

報交換の場として十分機能した。また日本の最新の舞台芸術事情を紹介する

ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ「Performing Arts in Japan 2003」は、海外の舞台関係者にとって

日本の舞台芸術状況とｱｰﾁｽﾄについて知るための有益なﾂｰﾙとして、3 千部発

行したが、内外から入手希望が多く寄せられたため、急遽増刷する等、注目

を集めている。 

イ 「東京芸術見本市 2003」 15 年 12 月、東京芸術劇場 
ロ 「Japan Performing Arts Network」 

ハ 「国際舞台芸術見本市参加」 16 年 1 月（米国）、2 月（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 
ニ 「現代演劇作品翻訳事業」 

ホ 「Japan Book News」（海外に日本の最新出版事情を知らせる定期刊行物） 
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評価指標４：国際交流活動のための施設運営及び海外事務所施設の効果的活用

及び 評価指標５：国際交流基金フォーラムの稼働率 
国際交流基金フォーラムの 15 年度下半期施設稼働率は 79．8％に達した。

海外事務所等における施設は 15 年度下半期累計総入場者数が 164,835 名、

図書館等の貸出点数は 141,252 点に及んだ。 
 

評価指標６：企画立案過程における事業実施による効果及び経費効率等の考

慮状況 及び 評価指標７：主催事業及び研修事業において稗益者等の 70％以

上から有意義という評価指標の導入 

全催し関係事業および人物交流事業は 15 年度下半期において、事業実

施前に「必要性」「有効性」「効率性」など客観的指標に基づく事前評価、

事後評価を行い、厳正に事業を選定しかつ効率的な実施をはかっている。

主催事業及び研修事業において、稗益者に対して事業内容に関するアンケ

ートをとり、成果を測定する評価指標を導入した。在外公館及び基金海外

事務所の報告書等を通じて、上記で定めた評価指標データを収集したが、

データが完備していない事業がある。16 年度以降評価データの収集状況を

改善するため、報告書書式の見直し、改訂を行った。 
 
評価指標８：日本文化発信型事業の相手国の状況を勘案した事業の企画・実施 

日本文化発信型事業は、相手国の日本理解の状況を勘案して企画立案を行

った例としては以下の通り。例えば「ひととロボット展」は、西洋と日本の

技術観、人間観の相違に焦点をあて、日本の文化的・社会的背景を提示すべ

く、パリ日本文化会館にて展覧会・シンポジウム・公演をふくむ複合事業と

して実施され、大きな反響を呼んだ。 
イ 「ひととロボット展」 15年10月～16年1月（フランス） 
ロ 「ドラマ・リーディング」16年1月（カナダ）、3月（英国） 

 
評価指標９：相手国との関係・事情に応じた双方向・共同作業型及び国際貢献

型事業の実施 
  双方向・共同作業型、国際貢献型事業としては以下の事業を実施した。 
イ  アジアセンター国内公演 国際演劇共同制作「挑発の演劇、南アジア～

インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュの現代演

劇を問う」 （16 年 2 月 国際交流基金フォーラム） 
ロ  東京国際芸術祭 中東演劇 3 カンパニー招聘公演 16 年 2 月 

新宿パークタワーホール（クウェート、レバノン）、世田谷パブリック

シアター（パレスチナ） 
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ハ 「アウト・ザ・ウィンドウ」展 （日・中・韓３か国のキュレーターに

よる共同企画） 
ニ 「専門家グループ招聘」15 年度下期は５件 20 カ国より招聘 
ホ 「中学・高校教員グループ招聘」1 件４カ国より招聘 

 
評価指標 10：商業ベースでの紹介が不十分で外交上意義が高い外国文化紹介事

業の実施 

アジアや中東地域との演劇交流は、招聘公演が極めて少ない。同地域の社会・

人々の暮らしを的確に紹介する優れた作品を紹介したという点で、日本にお

いてインパクトの強いものであった。 
イ アジアセンター国内公演 （前掲） 
ロ 東京国際芸術祭 中東演劇３カンパニー招聘公演（前掲） 

ハ アジア映画講座 11「映画のアフガニスタン」 
ニ 「Living Together Is Easy」展  
（オーストラリア現代美術作家の作品を日本の作家作品とともに展示） 
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